
（１） 防火管理者となる方は、「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な

     地位にあるものとすると消防法施行令第３条において規定されています。

（２） 防火管理者の選任を必要とする防火対象物において、防火管理者として選任される予定のある方。

●　講習日程

300㎡未満 500㎡未満

１０人以上 ３０人以上 ５０人以上

●　講習場所

●　受講者要件

   紀の川市粉河５８０番地
   粉河ふるさとセンター　２階視聴覚室

（注）　避難困難施設が入っている建物であっても該当しない場合が有ります。

５０人以上

令和４年度 甲種防火管理新規講習・乙種防火管理講習案内

●　防火対象物と選任資格の区分

   那賀消防組合消防本部
   那賀防火管理者資格取得推進協会

●　防火管理者が必要な施設

①

   甲種防火管理新規講習 ・ 乙種防火管理講習は、消防法施行令第３条第１項に規定する防火管理に関す
る講習で、当該講習の課程を修了することによって、防火管理者としての資格を有する講習会を下記のとお
り開催します。

②

③

④

非特定防火対象物とは、共同住宅・学校・工場・事務所などの特定多数の者が居住・勤務などする建物。

新築工事中の大規模高層建築物で、収容人員（工事作業中の者）が５０人以上のもの。

特定防火対象物で収容人員が３０人以上のもの。

特定防火対象物とは、劇場・遊技場・飲食店・百貨店・ホテル・病院・雑居ビルなど不特定多数の者が
利用する建物。

火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等がある建物で、建物
全体の収容人員が１０人以上のもの。

非特定防火対象物で収容人員が５０人以上のもの。

非特定
防火対象物

特定防火対象物

すべて

甲種防火対象物

選任資格

区　　　分

用　　　途

３０人以上

300㎡以上 500㎡以上

建物全体の収容人員

建物全体の延べ面積

甲種防火管理者

特定防火対象物
（避難困難施設が入
っている建物を除く）

非特定防火対象物避難困難施設が
入っている建物
           （注）

甲種又は乙種防火管理者

乙種防火対象物

左記以外

第 １ 回

第 ２ 回

第 １ 回

第 ２ 回

令和４年８月３日（水）と４日（木）の２日間　　　　　中止
令和５年２月９日（木）と１０日（金）の２日間
令和４年８月３日（水）の１日間   　　　　　　　　　　中止
令和５年２月９日（水）１日間

　（１）甲種防火管理新規講習

  （２）乙種防火管理講習

※  気象状況、災害等により開催日時が変更となる場合がありますので、ご了承願います。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により講習会を中止もしくは変更する場合があります。
その際は事務局から連絡させて頂きます。



   防火管理の意義及び制度　２
　 火気管理　２

   防火管理に係る消防計画　１

１６：００～           

１６：００～１７：００

   防火管理に係る訓練及び教育　２
１５：００～１６：００ 　 甲種効果測定及び質疑応答
１４：００～１５：００

１３：００～１４：００
１４：００～１６：００

１３：００～１４：００

●　受講上の注意事項

●　申込み期間

５，０００円

※ 電話、郵送での受付は行っていません。
※ 申込み締め切り日以前であっても定員（４０人）に達し次第締め切りますので、お早めに申込みください。
※ 受講申込みをしないで、直接講習会場にご来場されても受講できません。

担　  当 　 者

那賀防火管理者資格取得推進協会事務局（消防本部予防課内）

岩出市中迫１５４番地　　　電話　０７３６－６１－１７９４

福岡、岩坪

問い合わせ先

（講習にかかる諸経費（教材費、講習経費、広報費等）
を講習想定人数で割り出すことにより、概ね１人当たり
の経費を算出して設定しています。）

※ 受講票、筆記用具は必ず持参してください。
※ 実技講習がありますので、動きやすい服装で受講してください。
※ 遅刻、早退は一切認めません。欠席される場合は、必ずご連絡ください。
※ 昼食は各自でご用意ください。
※ 効果測定において、理解が不十分と認められた方は、修了証の交付を一時保留し、補講を受けていた
　  だくことがありますので、ご了承ください。

第１回
受付期間

受付時間

第２回
受付期間

受付時間

６，０００円

講　習　種　別 受　　講　　料

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、感染防止対策にご協力をお願いします。

 令和４年７月１１日（月）から７月２２日（金）です。（土、日、祝祭日は除く。）
 午前８時４５分から午後５時です。
 令和５年１月１６日（月）から１月２７日（金）です。（土、日、祝祭日は除く。）
 午前８時４５分から午後５時です。

乙　種　講　習

第１回 ８月４日
（第２回 ２月１０

日）

甲種（新規）

   受講を希望される方は、事務局（消防本部予防課）及び各消防署に備え付けの受講申込書に必要事項
を記入し、事務局（消防本部予防課）へ直接本人が持参し申し込みください。
（申込用紙は、那賀消防組合ホームぺージからもダウンロードできます。  Http://www.naga119.gr.jp/ ）
※ 写真（縦３０mm×横２４ｍｍ）無帽無背景正面上三分身６ヶ月以内に撮影したものを申込用紙に貼付し
    て下さい。（裏面に氏名記入）
※ 本人確認できるもの（運転免許証・保険証等のコピー）を添付して下さい。
※ 受講料（申込み時に徴収します。）

   防火管理に係る消防計画　２

　９：００～１０：００
１０：００～１１：００

　 修了証の交付

●　受講申込み手続き

甲種新規講習

●　甲種防火管理新規講習・乙種防火管理講習・講習時間・科目

第１回 ８月３日
（第２回 ２月９日）

甲種（新規）
・

乙種
　 乙種効果測定及び修了証の交付

   施設及び設備の維持管理　１

　９：１０～１０：００
１０：００～１１：００

※ やむを得ず本人が申し込みに来れない場合は、代理人の方が指定の委任状を持って申込みをして

　下さい。指定の申込み用紙はホームページに掲載しています。

区　　分

   防火管理に係る訓練及び教育　１

科　　　　　　　　　　目
　 オリエンテーション
　 防火管理の意義及び制度　１

時　　　間
　９：００～　９：１０

　 火気管理　１
１１：００～１２：００

１１：００～１２：００    施設及び設備の維持管理　２


